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予算決算委員会産業建設分科会会議記録 

（補正予算審査） 

１．日 時 令和 ２年２月１４日   ９時３０分開会 

令和 ２年２月１４日  １６時２０分閉会 

２．場 所 議員協議会室 

３．出席議員 大上和則座長、吉田知代副座長、 

渡辺拓道委員、足立義則委員、國里修久委員、園田依子委員 

９．会議に付した事件 

議案第１７号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１０号） 

 議案第２２号 令和元年度丹波篠山市農業共済事業会計補正予算（第４号） 

 議案第２３号 令和元年度丹波篠山市水道事業会計補正予算（第５号） 

 議案第２４号 令和元年度丹波篠山市市下水道事業会計補正予算（第５号） 

１０．議事の経過 

開会    ９：３０ 

【分科会】 

大上座長  開会宣告 

大上座長  あいさつ 

■日程第１ 議案第１７号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１０号） 

農業委員会事務局 

中筋参事  あいさつ 

 

【主な説明】 

農業委員会事務局 より 補正予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

大上座長     農業委員関係費に関し、県外視察はどちらに今回行かれたのです

か。 

農業委員会事務局 令和元年度につきましては、7 月 1 日から 2 日にかけて、石川県

の七尾市と輪島市に、視察研修という形で実施をいたしました。内

容につきましては、農地集積の取り組みが活発で、成功事例等もあ

ったということでその取り組みについて研修を行いながら、七尾市

の推進委員の活動状況と意見交換をさせていただいたという状況で

す。 

■日程第１ 議案第１７号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１０号） 

農都創造部 
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 農都創造部 あいさつ 

【主な説明】 

農都環境課 補正予算書に基づき説明 

【主な質疑】 

渡辺委員     農地整備費に関し、農業施設等新設改良事業補助金の減額につい

て、１件も申請がなかったということででしょうか。もう少し説明

をお願いします. 

農都創造部    こちらのほうにつきましては多面的機能支払交付金で、去年まで

は素掘り水路を改修される場合に、Ｕ字フリュームのコンクリート

の水路ではなく、環境に配慮した水路をしてくださいということで

推進しており、その工事の差額分を補助として出していました。今

年度からは、新しい計画期間ということになりましたので、当初の

説明の時に素掘り水路はあくまでも素掘り水路として改修をいただ

くということを原則として、組織のほうに説明をさせていただきま

した。多面的機能支払交付金に取り組む組織から環境に配慮する水

路の工事の要望がなかったことから、今回減額しています。当該補

助金のうち環境配慮にかかる実績は、今年度はゼロということです。 

渡辺委員     環境配慮、生物多様性ということで市長も結構力を入れて進めて

こられている事業やったんじゃないかなというふうに思うわけなん

ですけども、実態と市長が掲げられてる部分のところのずれが現実

的に出てきているのと違うかなというふうに思うわけで、実績を踏

まえて、来年度以降についての事業の考え方の整理、それとも継続

してそのままいこうというような方向に今あるんですか。 

農都創造部    多面的支払交付金の計画は、５年間の申請となっています。その

中で防災面、例えば家の近くで水が流れ込むといったような場所の

希望もありましたので、それについては今２件ほど環境に配慮した

水路での計画はしておりますが、それは５年間の中で実施されます

ので、来年度以降の予算化というような形にはなろうかと思います。

ただ、全体的な方針といたしましては、先ほども申し上げましたと

おり、組織のほうから要望等々、いろいろと意見もいただいておる

ところですけども、今現在のところは、素掘り水路のままでという

ことを原則で進めさせていただいておるところです。 

渡辺委員     基本的に多面的支払交付金事業の５年計画というのは、あくまで

もその交付金関係のための５年の計画ということだと理解しておる

んですけども。この部分に関してはそれと連動はしてるけども、基

本的には市単独事業という理解でいいんですよね。 



 3 

農都創造部     そのとおりです。 

渡辺委員     今２件ほど聞いているということなんですけど、今後５年間で２

件しか事業予定がないということなんですか。 

農都創造部     今のところ各組織が挙げられてます計画では２件ということに

なります。 

渡辺委員     農道環境課というような課まで作られてしてきたというのは、市

長の市政の進め方の一つの考え方の中で、そういう方向になってき

たのかなと思います。水路、環境、生物多様性等色々な部分で、環

境に配慮したものを進めていこうというようなことで、課の中でこ

のような事業が市単独事業として起こってきとるという理解はしと

るんですけども、市長のかけ声の部分と実際の進捗にずれが出てき

てるような感じもしないでもないんですけども、そのあたり多面的

機能支払交付金の５年の計画については、途中の変更も当然できる

と理解はしておりますんで、実際こういった環境配慮型の施工につ

いての進め方については、もし市長の考え方で今後も市政を進めて

いこうというんであれば、少し整理もいるのかなあと思いますので、

この分に関しても意見というようなことで伝えます。 

■日程第１ 議案第１７号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１０号） 

【主な説明】 

森づくり課 補正予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

渡辺委員     森林管理１００％作戦事業の間伐補助金についてお伺いをしま

す。今、計画と実績の数字の説明をいただいたんですけども、間伐

面積的には予定があるということで理解させてもらったんですけど

も、作業道というか路網は予定の部分の半分位というような数字や

ったかと思います。そのあたりについてはどう理解をさせてもらっ

たらいいのか。例えばその間伐の部分について、本当に作業道をつ

けなくてもいいような下の山中心に間伐が今回はされたんで作業道

が伸びなかったのか、あるいは本来は作業道をつけたほうがいいけ

れどもそこまでの事業とならなかったのかというようなこと、作業

道が思ったほど伸びなかった部分のところの理解の仕方について説

明いただきたいと思います。 

農都創造部    作業道の計画に対して実績が伸びなかったことは、結果的にはこ

の地区の山を間伐することに対して、経験上これぐらい要るだろう

という見込みで計画しました。実際に作業道を付け掛けますとそこ
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まで必要がなかったと。多く見積りをしていたという事です。計画

を出すときに、現地踏査をして、実際にこれぐらいいるだろうとい

うので計画をあげているのではなかったようでございまして、面積

当たりの作業道がこれぐらい要るだろうという見込みで予算を上げ

て、現実はそこまで要らなかったというのが実際のところでござい

ます。 

渡辺委員     確認ですけども、必要な作業道はこの補助金の部分で設置された

という理解でよろしいですか。 

農都創造部    そのとおりでございます。 

足立委員     治山林道事業に関し、工事請負費４８３万７千円の減額の部分で、

殿町自治会との地元協議で減額したという話だったと思うが、詳し

く説明いただきたい。 

農都創造部    西日本豪雨の災害で、殿町滝谷山というところのちょうど中央部

山から出てきます渓流をまたぐところに水があたりまして、そこが

全部吹き飛ばされるという災害でありました。それを原形復旧する

ということで、５００万円位の復旧費を見込んで予算化していまし

た。調整する中で、何度も同じ災害が起こってくるということで、

当初はもう１回土を戻してきて林道を通れるようにするということ

だったんですけど、根本的に治山事業、例えばダム、治山ダム、谷

止工とかそういったものをやっぱり上流に設置をしていかないと同

じことがまた起こるんではないかという、その工事を計画した後に

そういう話も出てまいりましたことと、当然道があることにこした

ことがないんですけど、今５００万かけて工事を行ったとしても今

すぐに、その道を使って木を搬出、手入れをするという森林経営状

況でもないということから、被災当初は、すぐに直さなきゃいけな

いという地元の意向を受けて予算措置をいただいたわけなんですけ

ど、その後考えてみれば、恒常的な道として残るような手だてが足

らないことと今すぐこの道を直して使わないといけないのかという

ような考えになりまして、現在、構造物がばらばらとなっているよ

うな状況ですので、そこが被災の拡大の原因にならないような片づ

けの部分だけを残しまして今回取りやめるという形となりました。 

足立委員     大体理解できましたけど、山の上にダムとかを設置するというよ

うな話は、地元の方はこれからも要求されるのか、それとも今はそ

のままでもいいということでもう復旧できたという認識でいいです

か。まだ今これから協議して、何かをしなくてはならない状況なの

かどちらですか。 
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農都創造部    規模的に県費による治山事業で、谷止工なり治山ダムを設置する

方向で、今後それが必要な箇所として要望を上げていきたいと思い

ます。何年になるかは不明なんですけども、併せて林道復旧すると

いう形の計画を今後県に対して要望を上げていきたいと考えている

ところでございます。 

■日程第１ 議案第１７号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１０号） 

【主な説明】 

商工観光課  補正予算書に基づき説明 

【主な質疑】 

渡辺委員    観光客誘致促進事業に関し、お伺いをしたいと思います。市長は、

キャッチフレーズを年末に発表し、それ以降これをキャッチコピーと

して利用しますと挨拶で最近おっしゃってるわけですが、当初丹波篠

山市の行政サービス全般に対してこのキャッチコピーを使用するとい

うような認識でおったんですけども、観光客誘致促進事業というよう

な形ででてきたので、観光客誘致の目的でこのキャッチコピーがつく

られたのかどうか、予算化をしたけども観光客誘致ということだけで

はない意味合いだということか説明してもらえたらうれしいんですけ

ども。キャッチコピーの位置づけ、「日本の宝石 WAKUWAKU 都市」

の具体的な意味するところの説明を今まで聞いたことがなかったんで

せっかくなので何を意図されているのかお伺いしたいと思います。 

農都創造部   このキャッチコピーは、いわゆる観光キャッチフレーズかそれとも

市全体のキャッチフレーズなのかという話ですけれども、そもそも観

光課のほうで観光キャッチフレーズを募集しようとしておりました。

それを一般公募するのではなく、職員の中から観光キャッチフレーズ

を作っていきたいというふうな思いで募集をしておりました。職員か

ら数十件出てきましたが、市長初め内部で検討した結果これというも

のが無かったという中で、若い職員に集まってもらって、職員から提

案のあったキャッチフレーズを参考にしながら、若い発想でキャッチ

フレーズを作り上げていこうということになり、出来上がったのが、

「日本の宝石 WAKUWAKU 都市丹波篠山」ということになります。

観光客誘致促進事業の中で予算を上げておりますが、市のキャッチフ

レーズとして、また、観光客を誘致するためのキャッチフレーズとし

て今後ＰＲをしていきたいと今考えているところです。意味合いにつ

きましては、広報紙等でも市長が申し上げていますが、市民も観光に

来られる方も、みんなワクワクするようなまちづくり、このまちを紹

介していきたいという思いでこういったキャッチフレーズにしたとい
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うように私のほうは認識しております。 

渡辺委員    既に発表されているので触れたんですけども、どういう意味かどこ

かのタイミングで伝えてもらえればうれしいなというふうに思いま

す。 

大上座長    それに関してなんですけど、この間の観光まちづくり戦略の説明の

時にも、農村のイメージを変えワクワクしながら楽しめるまちにした

いというような説明もあったと思うんですけど、本当に市内の市民の

方の意識を高めていくためにこういうキャッチコピーを作ろうとして

るのか、それとも本当に市外からのお客さんを引っ張ってこようとし

ているキャッチコピーを作ろうとしているのかその辺がどうか理解が

出来てなくて、よく市民の方にも、もう一つ意味がわからへんと言わ

れる。決してこれを否定してるんではないんですけれども、やっぱり

キャッチコピーって僕、結構大事な位置づけと思うんです。先日、東

京でセミナーを受けておるときに、講師の先生がおっしゃっておられ

たのは、うちの町はこれが売りなんだぜっていうところをやっぱり強

調してアピールするっていうことが非常に大事であるというようなお

話もされておったわけなんです。だから、のぼり旗つくってもらって

も横断幕つくってもらっても結構なんですけど、外側に発信するので

あれば、やっぱり外向きの方がそれは見て何を感じてくれたのか、心

に何かひっかかるようなもの、「日本の宝石」って何なんていうところ

がもっともっとこうわかりやすいほうが人に訴えるには、適格な言葉

なんかなっていうように思うんです。文字の語呂合わせだけにこだわ

らない様に、出来ればそういった期待もかかっていると思いますんで、

またいろんなところで、具体的なことをもう少し市民の方にも説明い

ただける機会があればいいんではないかなというふうに思います。 

農都創造部    それぞれの委員の意見を参考に、市の中だけのところもまだあり

ますので、しっかりその意味も含め、当然観光という面もありますけ

ども、市としての位置づけのキャッチコピーでもございますので、し

っかりと説明できる形で発信をしていきたい。農都創造部だけではな

しに、企画総務部も含めてしっかりと整理をしていきたいと思います。 

足立委員    何回もそのキャッチコピーの話続けてなんですけども、昨年丹波篠

山市になるという市名変更で新しく町のイメージが変わる。例えば、

住民投票であれだけ高い関心を持ってもらったそういう時に、例えば

総合計画とか計画のサブコピーとかを作るのとは違うと思いますけど

も、こういういわゆる丹波篠山市の名は体をあらわすというもので、

どのようなものかというイメージ戦略のコピーをつくるならば、やっ
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ぱり市民公募みたいなことを行い、最後に二、三本候補になったもの

を、投票で決めるぐらいの機運があっても、いわゆる決め方等々にお

いて、まちづくりにおける市民の皆さんの参画ということもうながせ

るわけなので手法として、皆さんに広く興味を持っていただいて決め

るというのも一つの手である。職員提案候補も、ぱっとしなかったみ

たいに言われたら、一つ二つあった候補の寄せ集めみたいなところも

何かイメージとして、日本の宝石丹波篠山であれば、一つのセンテン

スとして入ってくるけど、途中にワクワク都市も入ってきているので

二つを組み合わせているように見えてしまう。今座長言ったように、

市民からどういう意味かと僕もよく聞かれるますが、答えにくくはな

ってるので、今回はこれで進めていかれてもいいと思いますが、丹波

篠山市になった時の機運をもっとうまく使って、まちづくりにつなげ

ていってプレーヤーを増やしていくみたいな手法をちょっと使って欲

しかったなというのが今となっての感想です。できたらまた、これは

今年いっぱいぐらいでやめといて、また本当の観光戦略ができるとき

に、ちゃんとしたキャッチコピーを作るぐらいの気持ちでされてもい

いと思いますし、今回も執行をとどめおいてもいいのではないかと思

うぐらいで、実際のところ対外的に言っても、キャッチというのには

ほど遠い内容だと思うんですけども。何のまちかわからないからね。

やっぱり何のまちかわかるように、そこ行ったら何が出来、どういう

ことが時間的に過ごせるのか、この地に来ようと誘っているのかわか

るようにやっぱりして欲しいという気がしてますのでよろしくお願い

します。 

園田委員    観光施設整備事業に関し、南新町の駐車場のフェンス設置なんです

けども、設置箇所１２０メートルということでどのようなフェンスを

思われてるのか、景観に配慮するということも考えられてるのかお伺

いしたいと思います。 

農都創造部   フェンスにつきましては、先ほどもちょっと説明させていただきま

したけれども、駐車場予定地と隣接の住宅が面している部分につきま

して、中が見えないように目隠しフェンスを設置することと併せまし

て、それ以外につきましては網になったような感じのメッシュフェン

ス、高さ１メートル２０センチのものをぐるりに設置するというふう

な工法でございます。 

園田委員    金網のフェンスがほとんどですか。 

農都創造部   ここの図で見ていただきましたら、上にちょっと見にくいかもわか

りませんけれども、目隠しフェンスする部分とあとメッシュフェンス
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でする部分っていうのを記載しています。目隠しフェンスにつきまし

ては駐車場敷地の北側に宅地がございますので、中が見えないように

とかあるいは車の排気ガスが入りにくくするように覆い隠すようなフ

ェンスにするというふうな感じのものでございます。後の側面につき

ましてですね、メッシュフェンスにするというふうな工法でございま

す。 

園田委員    そしたらこの北側にある宅地に配慮し目隠しをしてということで宅

地の方の理解を得ての設置という考えでよろしいですか。 

農都創造部   現場立ち会いする中で、隣接住民の方からの要望がございましたの

でそういったことを考えさせていただいておるところでございます。 

足立委員    関連になりますけども、いつ工事が完成するのかの計画と、駐車場

の利用として具体的にどういう利用形態というようにこちらは考えて

いるのですか。 

農都創造部   今の工事の進捗でございますが、現在ですね用地測量業務と不動産

鑑定業務がほぼ最終段階を迎えておりまして、２月中には用地測量を

確定いたしまして、年度内では地権者の方との用地の売買契約も締結

する予定で進めております。工事の発注につきましては、年度内に行

う予定としておりますが、工事着工につきましては地元での十分な説

明も必要ですので、来年度になる見込みでございます。完成につきま

しては、８月のデカンショ祭までに予定をしているところでございま

す。それとですね、駐車場の利用形態ということですが、現時点では、

河原町の駐車場と同じように料金ボックス式の有料駐車場を考えてお

ります。 

大上座長    いわゆるゲートまでは作らないけれども、料金を入れるような方法

ですか。 

農都創造部   おっしゃるとおり現時点ではそういった駐車場を考えております。 

大上座長    地面はどういった整備の仕方をされる予定ですか。 

農都創造部   今の計画では砕石を敷き詰めたような状態の駐車場考えておりま

す。 

渡辺委員    まだ計画段階の駐車場のことなんですけども、基本的に、ホテル建

設等で駐車場が不足するというようなこともあったりして今回の駐車

場の確保、設置みたいな流れにあったのかなという理解をしておるん

ですが、あくまでも計画でまだ今後検討されるかもわからないんです

けども、普通車駐車の駐車場みたいな形になってるんですけども、こ

の進入路とか含めて大型バスについては、ここは駐車しないという方

向で考えられているんですかね。 
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農都創造部   議員おっしゃるとおり、今の段階では普通車３９台の駐車を予定し

たいとしております。大型バスについては、進入路の関係もございま

すので、入るのは難しいかなと思っておるところでございます。 

渡辺委員    現状、河原町周辺でのイベントの時とかですね、これまでに大型バ

スであそこに乗降するというようなニーズはなかったというようなこ

となんですか。 

農都創造部   ＡＢＣマラソンの際には、ＪＲ西日本の跡地に停車したりしており

ますけれども、それにつきましては郡家の観光駐車場であったり、篠

山中学校の駐車場を借り対応をするというように考えております。従

いまして、今回の南新町の駐車場につきましては、大型バスではなく

普通車の駐車場というふうなことで考えております。 

渡辺委員    団体客等が河原町方面に来られて、散策されるとかいうようなこと

があるとすると、近辺でバスを降りてもらって、バスはどこか別の場

所で待機をして時間になったらまた迎えに来るというようなことで考

えられてるというようなことなんですかね。その中で、幾らか大型バ

スの乗降場所みたいな具体的な指定はなかなかできないと思いますけ

ども、そのあたりのことも一定このあたりが望ましいというようなと

ころ、指示はできないかと思うんですけどもそのあたりは考えとく必

要もあるのかなと。それこそこれまでから説明いただいてるようなＡ

社も、いろいろと新しい取り組みも進めてこられますんで、河原町立

町あたりの雰囲気も大分変わってくるかというように思いますので、

個人観光客はそれでいいかと思うんですけども、ある程度団体という

かバスの対応みたいなことは、今後の事を考えてもらったらうれしい

なと思いますのでお願いします。 

足立委員    当然ホテルの建築側にはどっかフェンスが開いて通れるというよう

に認識すればいいのですか。全部フェンスで囲って通れないという認

識ではないね。 

農都創造部   この図面を見ていただいたらいいかと思うんですけれども、まず駐

車場の右端のところですね、そこは一部開いておりますからそこから

人が通りそこから河原町の方向に行っていただくというふうなことで

全部ふさいでいるわけではございません。 

足立委員    １番東側の右までは、もう通れないことですか。北向きを突き進む

のは無理ということですか。 

農都創造部   Ａ氏のところについてはそうですが、片開の門扉というのがありま

すが、これは住民さん用に設置してるということで観光客の方が通ら

れる道ではないのでそこは一部開きますけども、あくまでここを利用
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された方が通るのは、東側というふうなことになってまいります。 

足立委員    １番右端はまだもう一つずっと土地がありますよね。まだこれ１番

交差点まで行ってませんね。私有地を通っていくというような事には

ならないのですか。 

農都創造部   フェンスで仕切っているところまでが、今回購入する部分でしてグ

レーチングと書いてますそこの通路に関しては県道敷ですので、そこ

を通っていただくということにしております。 

園田委員    ちょっと関連で、この提案があったときに、言わしていただいたか

と思うんですけど、本当にあそこの動線が、出口の場所に事務所があ

ったりして車の出入りが多いと考えられますので、歩行者への安全面

っていうことも考える必要があるんではないかというふうに思います

ので、その辺も考慮して考えていただければいいかなというふうに思

いますのでよろしくお願いします。 

■日程第１ 議案第１７号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１０号） 

【主な説明】 

農都政策課 補正予算書に基づき説明 

【主な質疑】 

國里委員    二つ質問させていただきたいんですけども、特産物振興事業に関し

山の芋の推進については色々と考えて取り組んでいただいてると思う

んですけども、状況見てたらなかなか今の状態から増やしていく、ま

た今作られてる方でももうやめようかなっていう方がいらっしゃる中

でね、先ほど減額の話を聞かせてもらったが、新しくっていうのはな

かなか難しいかなと思うのですが、そこの状況を説明していただきた

いのと、もう一つは、畜産振興事業でね、解決に至らず減額という説

明をいただいたんですが、解決に至らずの結果ですが、そこに至るま

でどのような形で話し合いとか、どんな状況だったのかを説明をして

いただければと思います。 

農都創造部   山の芋に関しての推進状況ということで、現在、山の芋の生産者と

いうのは、市内で約５２０件の農家さんがいます。そうした中で市の

取り組みとして、県とＪＡと連携させてもらいながら、新たな栽培者

を育成するということで、山の芋スクールに取り組ましていただいて

おります。座学だけでなしに、現地での栽培実習というものをしてお

りまして、昨年は１３人に受講いただいております。こうした新しい

方を今後増やしていくという意味でも、次年度も関係機関と連携して

スクールを取り組んでいきたいと考えております。また、これも関係

機関と連携した取り組みになりますけれども、山の芋を食べていただ
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く、また、食べて作っていただくというふうなことも進めてきました。

これに関しては、山の芋フェアとして今年度は１１月２３日から約２

カ月間、実施させていただきました。飲食店舗等とも連携したＰＲに

努めていきたいと考えております。 

農都創造部   畜産振興補助金の減額につきましてですけども、その経過というこ

とでございます。補助金を創設した背景といいますのは、この当初予

算で、計上した訳でございますけども、やはり畜産、養鶏のにおいが、

近隣の方に色々影響与えておるということで、事業者とも話しまして

ですね、薬剤を使って散布することによってそれをやわらげれないか

ということで、そういった話を進めてまいりました。また当初予算の

計上する３０年度には、そういった話をしていたのですが、その後地

元住民につきましても、やはり住家から５０メートル以内に建築され

ているということであったり、事業者と住民の間でも対立ということ

もありまして、その経過を踏まえて、また市民衛生課のほうで、環境

保全条例、また悪臭防止法に伴います改善命令なり、改善勧告という

ことも経まして、なかなかこういった事業者の方に助成をして臭いを

押さえていただくという話し合いには至らず、今回減額ということで

なってございます。その後も環境保全条例上での命令、そして悪臭防

止法の改善勧告、これに対しまして行ったところですけども、事業者

からもその後取り消しの訴訟ということで、市のほうにもきているよ

うなそういった今経過になっておるところでございます。 

國里委員    今の畜産の説明の部分なんですけど、それで終わりじゃなしにこれ

からの話し合いの余地というのは残ってるということですか。今後、

精力的に取り組んでもらわないといけない話だと思うんだけど、それ

は、今後の見込みというかは、どうなんですか。それで終わったんで

すわじゃないと思うんですけど。 

農都創造部   1 昨年にも条例改正ということで市民への公表とかいうことで改正

もあったんですけども、今の状況としては、市が市民への公表とかい

う、また、次の段階までは至っておりませんけども、地元自治会のほ

うでもですね、事業者との間で色々話し合いを持つというか調停とい

いますか、そういった動きも出てまいりまして、県のほうにも悪臭公

害に対するその審議会というのがありましてですね、そういったとこ

ろと調整して、地元としても事業者の間で、歩み寄るといいますかそ

ういった動きもあります。ですから行政だけが、行政処分をして解決

するものではありませんので、地元もそういった形で話合いを持つ、

そして行政としてもまた今後ですね、行政指導をしていきたいと。そ
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れは市民衛星課の悪臭の防止の関係でありますけども、それと一緒に

畜産振興としてはそういったより臭いが発生しないような指導もして

いきたいと思っております。 

渡辺委員    今の答弁ちょっと誤解を与えるかなというふうに思うんですけど

も。正確には、市として補助金の予算化をしたけども、当該事業者に

は、補助金は出さないという判断をしたのでこの事業は行いませんで

したという理解でいいのですよね。だから、先方がこの資材は使いま

せんということを言うたんやなしに、市として市のお金を使って資材

提供は行わないという判断になり、市の考え方が変わって、働きかけ

もやめたというのが事実だと思うんですけどそういうことでいいです

よね。 

農都創造部   おっしゃるとおりです。 

足立委員    担い手支援事業費に関し、法人化促進総合対策事業補助金の４７９

万１千円の部分について、辞退ということ話が出たと思うんですけど、

もう少し詳しく経過と理由があれば教えてください。 

農都創造部   この辞退に至りましては、２名の経営体の方が対象なんですけども、

機械の購入などにあたりまして、当初はこの補助金で購入ということ

を考えておられたんですけども、補正で予算がついた後の途中の段階

で、資金の借り入れで対応するということを言われまして、補助金は

もう要らないということで執行しなかったという経緯に至ってます。

もう 1 名の方につきましては機械の導入を今年度は見送ったというこ

とで辞退ということになっておりまして２件の辞退により、この補助

金の執行なしということになった経緯がございます。 

吉田副座長   環境創造型農業推進事業の協力者謝礼なんですけれども、これは市

民モニターの方の応募が少なかったのだということだと思うんですけ

ども、これは何名ぐらい予定されていて謝礼金の金額と、あと実際の

応募者数を教えてください。 

農都創造部   二つの事業として取り組ましていただきました。一つは、市が直接

農家さんに、環境に配慮するお米づくりに協力をいただきました。当

初は３０名予定しておりましたが、１０名に減らさせていただきまし

た。この謝礼については、肥料の購入費等ということで 1万 5000円を

1 人当たりお支払いさせていただきます。もう一つの事業は、丹波篠

山生きもの４８米という取り組みで、４８名の募集を考えておりまし

た。実質４６名というふうなことになっております。２名の減につい

ては、お亡くなりになられた等という状況もありまして当初の数字か

ら減っておる状況でございます。こちらについては、謝礼として、3000
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円の図書券等の購入予定をしておりました。 

園田委員    集落営農推進事業費に関し、集落営農アドバイザーのことについて

なんですけども、これまちづくり地区を単位とした集落営農の農地プ

ランの取り組みに対してのアドバイザーを派遣するということなんで

すけども、今どういうふうな状況にあるのか教えていただきたい。 

農都創造部   まち協単位での状況といいますか、今個々の農家でなかなか立ち行

かなくなってきていて、それを集落で解決しようかというところで、

集落で動きがあるところはいいんですけども、集落の中でもなかなか

動きが、高齢化が進んだりして対応できないという時は、もっと広げ

るという意味でまち協単位の広いくくりで対応していかれるというと

ころでの動きがあちらこちら出てきてる状況でございます。例えば岡

野地区があるんですけども、この地区でしたらまち協単位の中で、農

業を考える会というのを立ち上げられて、その中で問題解決を考えて

いくという状況があります。そういった形で広いくくりでの動きも出

てきているというのが現状でございます。 

園田委員    確かに今、市のほうも集落営農を推進していっている状況の中で各

集落とか地域によって、取り組み方っていうのは違ってくるかのでは

ないかなというふうに、今いろんな意見を聞かしていただく中で感じ

たりはしてるんですけども、各集落で要望があれば、アドバイザーの

方に行っていっていただくというような取り組みではないかと思うん

ですけど、状況によっては、まち協から声をかけるのは、難しい環境

にあるのではないかなというふうには思うんですけども、市からまち

協への働きかけっていうのはどういうふうにされてるのかっていうと

ころもちょっと感じたりするのですけれども。 

農都創造部   この事業につきましては、２年にわたり昨年度から令和元年までの

２カ年モデル事業でさせていただきました。外部の方にお願いすると

いうのもあるんですけども、やはり地域で活躍されるリーダー、集落

営農推進員ということでまちづくり協議会に 1 名おられまして、その

他にも農業委員会の最適化推進員や農業委員もいらっしゃいますの

で、具体的には今多紀地区のほうで、まちづくり協議会単位ですね、

大芋地区とか、多紀地区とか、福住地区とかいう形で、市の職員そし

てＪＡ、農業委員会の農業委員一緒に、農政協力員さんの方を一同に

会してですね、それぞれの取り組みを発表していただいたり、そうい

った形で集落の隣同士の活動方向に改めて認識していただくというふ

うなことを今取り組んでいるところで、今後もまちづくり単位で、そ

れぞれの地区に入っていきたいと考えておりますし、今も進めている
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状況です。 

國里委員    楽農パートナー事業補助金の説明で、手を挙げる集落がなくという

説明いただいたんですが、今まで取り組んでこられていた集落につい

ては継続してやっていただいておると思うんですけども、状況がわか

れば教えてほしい分と、集落がなくっていう理由は、受け入れ体制づ

くりっていうのは結構労力が必要で、時間もかかるのですが、どんな

問題があって出来なかったとかわかりますか。助けてもらいながら楽

しく農業できるという仕組みはいいものだと思うのですが、受け入れ

る側が、おらんなんしとか準備しないといけないしという問題もある

と思うのですが、そういう状況がわかれば教えていただければと思い

ます。 

農都創造部   この楽農パートナー事業を、今年は 1 件取り組もうかということで

昨年度から聞いておった地域もありまして取り組んでいただけるもの

というふうに認識をしておりました。ただ地元のほうでお話を伺うと、

作付けの準備でありますとか、受け入れ体制の構築という部分で、間

に合わなくて、取り組みが今年度できなかったということで聞いてお

りまして、恐らく次年度でありますとか、今後についてまた取り組み

に積極的に前向きに進んでいただけるものというふうに理解をしてい

るところでございますので、全く市内でゼロというわけではないとい

う現状でございます。楽農パートナー事業以外の部分で、例えば都会

から来ていただくのに、体験農園の設置でありますとかという形での

別メニューもあるんですけども、そちらのメニューを利用して都市の

方との交流という部分を図っておられる集落は、市内で 8 団体ほどあ

りますのでこの事業だけにとどまらず、交流をされてるという状況は

市内でもあるということで理解いただけたらと思います。 

渡辺委員    減額補正の額というか、割合が非常に多いから、そのあたりがすご

く気になるんですけども、本市の農政の部分として 1 番課題になって

る担い手の部分ですね、個々の部分については諸事情があってするの

かもわからなくもないんですけども、今回３千万強減額するというこ

とでとで、当初予算の四分の 1 執行できないというような状況になっ

てしまいよるんですよね。本当にこんな重要な部分について、本当に

必要なところできっちりその事業執行していって、担い手の対策をし

ていかないかんのに、この状況自身がちょっと異常な状況かなという

感じがあって、事業の組み立て、事業そのものに課題があったのかど

うかということから考えてもらわないとあかんのんではないかなと思

います。これ担い手のことだけじゃなしに、先ほどの農都環境課の環
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境創造型農業推進事業補助金の件でも話をしたが、水路の補助金を皆

減する、今回の農地保全費の中の環境創造型農業推進事業補助金１５

０万予算計上していたが、１０万しかめどがなく１４０万減額すると

いう部分ですよね。１４０万の減額の部分についても、実際これも現

場とこの補助金というのは本当に合ってるのかどうか。このフェロモ

ン資材という部分の提供事業だと思うんですけども、これについても

やっぱり最低限、ある程度面的な取り組みをせんと効果がないのです

よね。やっぱり最低限３町とか５町とかいう面で取り組まんと、幾ら

1 反、２反のところで取り組んだとしても、全くこれ効果がない事業

なんで、それだけの面的なところの部分を考えていくとやっぱり広く

募集するということでなしに、集落営農として取り組んでもらうとか

いうようなことをせんとこれ絶対に使えない事業ですよね。だからそ

のあたりを本当に充分検討して進められてきたんか、あるいはその事

業自身の設計がそういうふうになってるのかという部分については、

考えてもらわんと担い手が予算の４分の１しか使わないというような

こととか、環境保全型農業関係の幾らかの事業費がほぼ皆減みたいな

形で、締めくくろうというような部分について本当に、次年度に向け

て、考えてもらわんと。幾らかその市長のかけ声が、現状と合ってな

いのではないかということも、しっかりと考えてもらう時期に来てる

のではないかと思いますので、農都創造部ということだけではなく市

の課題として考えてもらうようにお願いしたいなと思います。 

農都創造部    総体的なところですけども、集落単位の補助金に対して、きっち

りとやらなければならないという思いが強過ぎて少し要件が厳しい事

や、いろいろな手続論というところがありますので、そこのところを

もう少し簡素化をするということが大事かなということで令和２年度

は、しっかり取り組みたい。もう１点は、しっかりとこれだけの事業

があるということを皆さんにお知らせしていくという事が大事だと思

います。ただ、農政協力委員会も年間何回もしていますし、各種大会、

行事も行っています。その度に、しっかりと担当課は、何ページに渡

る資料を作成しお配りはしているのですけども、こんな事業あったの

かという農会長もおられ、ちゃんと資料を見てもらえていない。もう

少し見てもらえる工夫っていうのも、この前の農都審議会でも全部見

なければわからないではなく、ぱっと一覧で見て、補助メニューが分

類されたわかりやすい資料と、必要なところを見ることもできる流れ

の資料もあればという意見もいただきましたので、見てもらいやすい、

知ってもらうというところもしっかりと令和２年に取り組んでいきた
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い。 

渡辺委員    そのあたりの部分については私のほうも色々と各地域の実態からも

感じるところはありますんで、特に最近の傾向としてこれまでやった

ら地区の集落営農の中でも、農会長さんといったら農家の方が必ずさ

れるというのできとったんですけども、最近は農業しない農会長さん

も非常に増えてきて、農会長はしてるけども、農業のことは詳しくわ

からないと。一生懸命勉強してもらっているんだけども、ただ、なか

なかそういうような状況になってきてるんで、そういうような地域の

農業リーダーになってもらう方について、今の事業ＰＲの事業名見た

だけでなかなかわからないと思うんですよ。だから、地域の課題の認

識はそれぞれされてるんで、こういう課題を解決したいというような

ことで、一定その資料から見ていってフローみたいな形で、こういう

課題についてはこういうものがありますよみたいなことで、また、い

わゆる非農家さんでもわかるような、事業名の紹介みたいなこともま

た工夫してもらえたらというふうに思います。 

■日程第２ 議案第２２号 令和元年度丹波篠山市農業共済事業会計補正予算（第４

号） 

【主な説明】 

農都政策課 補正予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

                なし 

■日程第１ 議案第１７号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１０号） 

まちづくり部 

まちづくり部 あいさつ 

【主な説明】 

地域計画課 補正予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

足立委員    確認も含めて聞きます。今、まちづくり景観刷新モデル事業の大手

通りのプロムナード整備として、工事が３月末電柱の抜柱もというこ

とですが、河原町は電柱が残るという認識でおるのですけども、大手

線については、もう全てなくなってきれいに全部完了という認識でい

いのか質問させていただきたい。 

まちづくり部  大手町線につきましては、質問のとおり３月末で電柱もない状況で

舗装も仕上げる予定です。河原町につきましては、電柱は今年度では
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抜けませんので来年度に向けて来週電線管理者と協議がありますの

で、その場でお願いなりスケジュールの確認をしたいと思っています。 

足立委員    河原町も速やかに抜けるようにお願いしといてください。それと工

事請負費の２００万円を、先ほど商工観光より説明のあった南新町の

フェンス整備に振りかえるというそういう認識ですか。 

まちづくり部  今年度のモデル事業の国庫補助金の割り当てが決まっておりますの

で、その分から南新町駐車場で必要とされる分に割り当てるという形

で計画させていただいております。 

足立委員    市営住宅管理費に関し、小多田改良住宅ですけども、１２戸あって

８戸の工事をするということであとの４戸をやめたという説明やった

と思うのですけども、入居者の交代とかによるリフォームじゃなしに、

外壁の場合は入居するとか入居しないとかではなくすべきだろうと思

うけども、取り壊すというか、これからそこはもう使わないというよ

うな認識で、使わない施設という数に入っとるんですかね、その部分

は。 

まちづくり部  ５棟１０戸を予定していたのが、４棟８戸になったということで、

地元の協議と理解を踏まえて用途廃止を見据えた対応とするというこ

とでしております。 

足立委員    南新町の市営住宅について、今の取り壊し工事も大分進めていただ

いているのですけども、今年度、今残り１戸残ってるのではないかと

思っとるんですけども、その状態で今あっていますか。それとあと将

来の計画なり、予定があればおつなぎいただきたいと思います。 

まちづくり部  今の入居状況におきましては、先ほどの質問のとおり、南新町の１

戸に１名の方が入居されている状況です。今後の予定ですが、南新町

住宅は西側と東側で分断された形になっておりますので、東側の取り

壊し２棟４戸分を今年やって、東側全てを更地にする計画で進めさせ

ていただいているところです。西側につきましては、今まだ入居があ

りますので、今の段階では取り壊しはできずに置いておく形になりま

す。東側部分で今年取り壊すほうにつきましては、また来年度の話に

なるのですけども、一団の土地になっており道路とか全てが文筆され

てない状態ですので、来年度に整理をさせていこうという形で今考え

ておるところです。先程、用途廃止という表現があったかと思います

が、小多田住宅については、用途廃止住宅には上がっていません。耐

用年数が残ってる段階ですので、用途廃止という形になってないので

すが、今後の利用等を鑑みて考えていこうという形で自治会と話をし

ているところです。 
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足立委員    小多田改良住宅は、今もう入居者がおられないという認識で、次の

募集をかけないというか、現時点で入れる予定がないということでい

いのですね、空き家と思っていればいいのか。 

まちづくり部  小多田改良住宅につきましては、そのような状況になっております。

現在、３戸が空き家となっておりまして、地元との協議、耐用年数が

到来したときの内容を見据えて、今回の施工はしていないという形に

なっております。 

渡辺委員    用途廃止ではないけども、実質用途廃止に向けてみたいな感じに聞

こえたんですけども、計画上は小多田の１０戸も一応丹波篠山市には

必要だというようなことで計画を多分つくってあって、更新は必要だ

というようなことだったと思いますが、計画を作ってからも、実際小

多田の地元がどうのこうのとかいうことでなしに、市として、計画で

は必要ということで、改修もする予定でしてたんですけども、全体で

はもう住宅は十分あって、必要ないというような考えになっているの

か。まだ本当に、必要な人がいらっしゃっているが、募集等もかけな

いのか。ニーズがなければいいのだが、ニーズはないということでい

いのですか。 

まちづくり部  小多田改良住宅におきましては、基本的にその住所にお住まいの方、

地域の方が、いろんな事情によって住めない場合に、その地域の方が

住むことができるいうのが前提になっております。この件で、小多田

自治会とお話をしたところ、改良住宅以外の地域内の住宅に住まわれ

る方も少なくなってきているということで、今回の工事対象物件には

もちろんお住まいになられておりますし、一昨年には１戸、小多田改

良住宅に入居もいただいています。ただ今後、３戸が全部入るという

ことは、難しいというふうな形で、なお且つ、補助金を入れることに

よってそれが空き家の状態で置いておくということは、難しいところ

がございますので、入居に向けて地域も動かれるわけですが、３戸と

なるとなかなか難しいということでしたので、２戸を今回見送るとい

う形で、入居の要望が今後出てきたときに、国の補助金等もまた協議

を行い、その時には改修を進めていくということで事前に地元自治会

と話をさせていただいています。 

渡辺委員    景観形成事業に関し、説明の中で古市の小林家住宅の話があったの

ですけども、景観形成建造物の分では、小林家住宅指定のみで今話が

進んでいるんですかね。それ以外の指定物件のことについて今無いと

いう認識でいいのですか。       

まちづくり部  指定は各年で２件ずつぐらいの指定を目指してやっていました。今
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年度は、小林家の本家と分家があり、２軒並んでる町並が残ってます

ので、二つについて指定を持ちかけたんですけども、分家のほうの住

宅しか合意がもらえなくて、他の候補の案ですが、登り窯の指定を検

討したんですけども、図面等の作業が特殊な図面になり、これにつき

ましては来年度の指定を目指してということで、今年度については質

問ありました小林家１棟分を行うとしています。 

渡辺委員    理解しました。景観形成建造物というようなことで大山の旧保育園

舎も指定できるのかなというような思いも持っていたのですけども、

そのあたりについては指定については困難な状況だというようなこと

でいいんですか。 

まちづくり部  各年で行おうとするという時に候補の一つに上がってくるんですけ

ども、現時点で取壊されることはないだろうというような感じで、緊

急性も調査対象に入れますので、今回の小林家の場合は土蔵がかなり

傷んできているような状況がありまして、土蔵は駅側にあるんですけ

ども、そのあたりがちょっと心配になったもんですから、優先的に話

かけを行いました。大山の物件も指定の有力な候補として考えており

ます。 

■日程第１ 議案第１７号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１０号） 

【主な説明】 

地域整備課 補正予算書に基づき説明 

【主な質疑】 

國里委員   土木総務費に関し、ふるさとの水路整備事業補助金の説明のときに、

申請がなかったということだが、候補として何か話があった状態ではな

かったのですか。 

まちづくり部 ふるさとの水路整備事業補助金ですけども、平成３０年度に、奥原山

の法定外の排水になりますが、木柵で５０万ほどの実績はあって支払い

ました。近年災害等が多発しており、悪いとこは災害復旧等で整備して

おりますので今地域からふるさとの自然護岸的な水路整備という要望が

今時点ないような状況になっております。 

國里委員   この件も市長が方針を出されてるんで、取り組みをしていただいてお

るんですけども、今後の見込みというか実際の市民の声というかそうい

うのはどうなんですか。これが、環境にもいいと地域にもいいというよ

うな声があるのでしたら、ますます取り組む必要があるのだけどそこら

辺どうですか。 

まちづくり部 川と水路の事業が二つありまして、水路の関係については農都環境課

が所管する多面的機能支払交付金事業で行われる水路整備の補助金等も



 20 

あり、どちらを選択するかという用水路についてはそういう流れになっ

てますので、地域整備課で持ってます法定外公共物、基本的には用水路

でしたら多面的機能支払交付金事業でされていますが、排水路まで手を

かけられる自治会が少ない状況になっておりますので、どうしても民家

等があるような法定外の排水路とか、そういうところについて、相談が

あったときは、こういう事業メニューがありますよと声かけしておりま

す。 

渡辺委員   国庫補助道路整備事業に関し、箇所の説明はいただいたんですけど、

内訳はどうなっていますか。 

まちづくり部 国の大型補正により要望額に対する内示額で８８％を示されており、

委託料で、橋梁の点検業務２０１橋について、５，３００万円。橋梁長

寿命化修繕計画に伴います設計業務が１０橋分で８，０００万円。工事

請負費は先ほどの１０橋分の修繕工事費が１億８，００５万円。住吉台

の通学路の安全対策工事費が５００万円。未就学児の安全対策としては、

１００％の内示額が示され、未就学児の安全対策工事費が１，２７０万

円です。 

渡辺委員   説明資料の地図には橋梁は小枕北、旧国道線１号橋の部分しか入って

ないんですけども、１０橋行うということでいいのですか。 

まちづくり部 県等の申請に用いた資料で、１カ所だけの部分をメニューで出してま

すので、今回は代表とする橋梁１箇所分だけを地図であげていますが、

一覧表のほうで１０橋行う箇所を挙げています。 

渡辺委員   わかりました。令和２年度に行うとしておった取り組みを前倒しとい

うようなことなんですけども、まだこれ当初予算の審査の中で出てくる

かもしれないんですけども、全体的に前倒しで事業が進むのか、当初予

算ではもう上げないという理解でいいんですかね。 

まちづくり部 今回、大型補正の話があるときに、どれだけ予算が付くのかがわから

ないということで令和２年度分も予算要求しながら動いてまして、今回

橋梁とかの部分で内示額要求の内示額で約８８％、やはり問題になって

ます未就学児の安全対策は１００％で予算がついております。その中で、

令和２年度も、一部今もしております通常の橋梁長寿命化修繕の分の予

算と、舗装修繕に伴う路面性状化の調査を一部計上しています。 

 

■日程第１ 議案第１７号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１０号） 

上下水道部 

上下水道部 あいさつ 

【主な説明】 
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経営企画課 補正予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

                 なし 

■日程第４ 議案第２４号 令和元年度丹波篠山市下水道事業会計補正予算（第５

号） 

【主な説明】 

経営企画課 補正予算書に基づき説明 

【主な質疑】 

渡辺委員   資本的収入の件でお伺いをしたいと思います。新規接続の見込みより

も接続が少なかったというようなことでの減額という説明でしたけど

も、この補正までの段階で、接続の実績が実際どれだけあったのかとい

うことと、接続してもらいたいけどもう限界に来てるのかなというよう

な感じもするのでそのあたりの状況について説明を願いたいと思いま

す。     

上下水道部  実際のところなんですけれども、今回公営企業法を適用した関係で、

経理の処理が若干変わっている関係がございます。昨年度までの特別会

計ですと、受益者負担金として入ってきた分につきましては、そのまま

直接その科目で受けておったわけなんですけれども、今現在は、一旦前

受金で受けた状態で、本設切換、竣工検査が済み次第、負担金のほうに

振りかえるという会計の処理をしております。その関係で、実はもう既

に１７カ所、金額にしまして、１２５０万円余りを前受金で預かってい

る状態です。今回、１３００万円を補正で落とそうとしてますけれども、

実際に入ってきてる部分との差は、昨年対比で１００万ちょっとの減額

というようになっております。今回１７カ所の部分で、前受金で今受領

済みの部分につきましては、４月以降の接続完了ということで把握して

るような状況でございます。          

 

■日程第３ 議案第２４号 令和元年度丹波篠山市水道事業会計補正予算（第５号） 

【主な説明】 

経営企画課 上下水道部 補正予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

              なし 

議員協議 

議案第１７号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１０号） 



 22 

議案第２２号 令和元年度丹波篠山市農業共済事業会計補正予算（第４号） 

議案第２３号 令和元年度丹波篠山市水道事業会計補正予算（第５号） 

議案第２４号 令和元年度丹波篠山市下水道事業会計補正予算（第５号） 

 

―部長、市長等への質問 なし― 

■意向確認 

議案第１７号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１０号） 

議案第２２号 令和元年度丹波篠山市農業共済事業会計補正予算（第４号） 

議案第２３号 令和元年度丹波篠山市水道事業会計補正予算（第５号） 

議案第２４号 令和元年度丹波篠山市下水道事業会計補正予算（第５号） 

              

― 全員賛成 ― 

 

大上座長  この結果を含め、執行部との質疑、答弁の内容について、座長報告を行

いたい。報告については、座長に一任願いたい。 

 

―異議なし― 

■その他 

吉田副座長 あいさつ 

閉会     １６：２０ 

 

 

 


